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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第107期

第３四半期
連結累計期間

第108期
第３四半期
連結累計期間

第107期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高 (千円) 14,103,455 14,329,729 19,802,060

経常利益 (千円) 1,700,945 2,351,666 3,099,767

四半期（当期）純利益 (千円) 1,118,587 1,570,922 2,025,644

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,074,588 1,946,537 2,302,683

純資産額 (千円) 26,060,586 28,837,619 27,287,901

総資産額 (千円) 33,107,795 36,209,042 34,888,500

１株当たり四半期（当期）純利益金額 (円) 48.19 67.69 87.27

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― － ―

自己資本比率 (％) 78.7 79.6 78.2
 

　

回次
第107期

第３四半期
連結会計期間

第108期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (千円) 18.76 23.96
 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含んでおりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等は行われておりませ

ん。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び当社の

関係会社)が判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策を背景とした円

安・株高が進行し、企業収益の改善が見られましたが、中国をはじめとするアジア経済圏の成長ペース

の鈍化や消費税率の引き上げによる国内景気への影響が懸念され、先行きは不透明な状況が続いており

ます。

当社グループの属する産業防災保安機器業界におきましても、主要顧客の設備投資に対する若干の持

ち直しもある一方、企業間競争も一段と激化していることから、厳しい経営状況で推移しました。　

このような情勢のなかで、当社グループは、生産の合理化による原価低減、徹底した経費の削減、積

極的な営業活動の展開、新製品開発への積極的投資、品質管理体制並びにサービス体制の充実に取り組

んで参りました。

これらの諸施策の結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は143億２千９百万円（前年同四半

期比1.6％増）、連結営業利益は19億７千５百万円（前年同四半期比35.0％増）、連結経常利益は23億

５千１百万円（前年同四半期比38.3％増）、連結四半期純利益は15億７千万円（前年同四半期比40.4％

増）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して13億２千万円増加

し、362億９百万円（前連結会計年度末比3.8％増）となりました。流動資産につきましては、前連結会

計年度末と比較して５億４千９百万円減少し、217億円となりました。これは主に、有価証券が12億９

千８百万円増加したこと及び電子記録債権が４億７千６百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が13

億８千７百万円減少したこと及び現金及び預金が９億３千７百万円減少したこと等によるものでありま

す。固定資産につきましては、前連結会計年度末と比較して18億６千９百万円増加し、145億８百万円

となりました。これは主に、建設仮勘定が理研計器開発センターの新築工事着手金支払い等により13億

１千１百万円増加したこと及び投資有価証券が５億１千６百万円増加したこと等によるものでありま

す。

　当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末と比較して２億２千９百万円

減少し、73億７千１百万円（前連結会計年度末比3.0％減）となりました。流動負債につきましては、

前連結会計年度末と比較して４千３百万円減少し、51億６千７百万円となりました。これは主に、短期

借入金が２億５千７百万円増加した一方、未払法人税等が２億９千万円減少したこと等によるものであ

ります。固定負債につきましては、前連結会計年度末と比較して１億８千６百万円減少し、22億３百万

円となりました。これは主に、固定負債その他に含まれる長期リース債務が１億４千８百万円増加した

こと及び固定負債その他に含まれる長期繰延税金負債が１億７百万円増加した一方、長期借入金が２億
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８千３百万円減少したこと及び固定負債その他に含まれる長期未払金が１億４千万円減少したこと等に

よるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して15億４千９百万

円増加し、288億３千７百万円（前連結会計年度末比5.7％増）となりました。これは主に、連結四半期

純利益15億７千万円を計上した一方、剰余金の配当支払いが３億９千５百万円あった結果、利益剰余金

が11億７千５百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が１億９千６百万円増加したこと及び為

替換算調整勘定が１億７千８百万円増加したこと等によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

　

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念や当社企業価値の様々

な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を確保、向上させる者でなければならないと考えております。

一方、当社の株主は、一般に市場での自由な取引を通じて決まるものであるとともに、会社の方針

の決定を支配する者も株主の皆様のご意思に基づき決定されるべきものと考えており、また、当社の

支配権の移転を伴う大規模な買付行為や買付提案がなされた場合にこれに応じるか否かの判断も、最

終的には株主の皆様全体のご意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て対象会社の企業

価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模な買付等を行う者

は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切と考えております。

　

② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社では、当社の企業価値ひいては株主共同利益の向上のために、次のような取り組みを実施して

おります。

(ⅰ)中長期的な企業価値・株主共同利益向上への取り組み

当社は、“人々が安心して働ける環境づくり”を経営理念として掲げ、各種爆発事故防止をはじ

めとし、排気ガス規制、ＣＯ２測定など環境保全ニーズにも幅広く対応したガスセンサー技術のパ

イオニアとして社会に貢献するとともに、「安全」を供給する企業としての責務を果たすべく、機

器の販売のみならず、販売後の保守・点検及びガスを検知するセンサーの交換など定期的なメンテ

ナンスにも積極的に取り組んでまいりました。その結果、現在、当社の主力製品である産業用ガス

検知警報機器は、半導体・液晶、石油化学、建設、電力・ガス、鉄鋼、造船等の幅広い業種にてご

利用いただいております。

また当社では、経営方針として、

ａ．技術の開発と経営の合理性から適正な利益を追求し、持続的な発展を目指す

ｂ．お客様には、高品質の製品と充実したサービスを提供し、安全な環境づくりに貢献する

ｃ．株主には、長期的視点に立った企業価値の向上をもって報いる

ｄ．取引先には、安定した取引を目指し共存共栄を図る

ｅ．従業員には、生活の安定と労働環境の向上をもって報いる

を掲げ、国内のトップメーカーから世界のトップメーカーへの飛躍を目標として日々邁進しており

ます。

　この目標を達成するため、(ア)競争力(価格・技術・品質)の強化、(イ)販売サービス体制の充実

という２つの観点から次の具体的施策を推進しております。

まず、(ア)競争力強化の具体策としては、自社独自の技術による新製品の開発により「多機能

化・小型化」、「操作性・メンテナンス性の向上」、「高信頼性」を実現する製品差別化戦略を推

進しており、これにより、価格・技術・品質面での競争力のさらなる強化を目指しております。
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次に、(イ)販売サービス体制の充実については、全国各地に営業所及びサービス会社を配置し、

運用面での技術指導から保守・点検に至るまでの万全なサービスネットの構築を推進しており、

ユーザーニーズをすばやくキャッチアップする体制のさらなる強化を目指しております。

　

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスの強化による企業価値・株主共同利益向上への取り組み

当社では、適切な企業集団の形成を図るため、次のとおりコーポレート・ガバナンス体制をとっ

ております。

ａ．当社の取締役会は、６名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取

締役会を開催する他、全取締役、執行役員及び各部門長で構成する経営企画会議を毎週開催

し、経営・研究開発・生産・販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定

と業務執行の迅速な対応を図っております。

ｂ．執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。

ｃ．当社の監査役会は監査役４名で構成されており、内３名は社外監査役であります。監査役は取

締役会、経営企画会議その他重要な会議への出席及び重要文書の閲覧等厳正な監査を実施し

て、取締役の意思決定の過程及び取締役の職務執行状況についても常に監視する体制となって

おります。

以上当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、企業価値

ひいては株主共同の利益を向上させることに役員・社員一丸となって取り組んでおり、これらの取

り組みは、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。

　

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止する取り組みの概要

当社は会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止する取り組みとして「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下

「本プラン」といいます。）を導入しております。

その概要は以下のとおりです。

（ⅰ）本プラン導入の目的

本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の

方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして導入するものです。

（ⅱ）本プランの対象となる当社株式の買付

本プランの対象となる大規模買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを

目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上と

なる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。

（ⅲ）特別委員会の設置

本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の

客観性・合理性を担保するため、特別委員会規程に基づき、特別委員会を設置いたします。特別委

員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立して

いる社外監査役または社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任します。

（ⅳ）大規模買付ルールの概要

ａ．大規模買付者による当社に対する意向表明書・必要情報の提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行

為の提案に先立ち、大規模買付ルールに従う旨の誓約を含む大規模買付の内容等を記載した意向

表明書を、当社の定める書式により当社取締役会に提出していただき、当社取締役会は、意向表

明書を受領した日から10営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報

（以下「必要情報」といいます。）として当社取締役会への提出を求める事項について記載した

書面（以下「必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者には、必要情報リストに

従い、必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。

ｂ．当社取締役会による必要情報の評価・検討等

当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提出を完了した後、対価を現

金（円貨）のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間またはその他の大規

模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案
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のための期間として設定し、提供された必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての

意見を慎重にとりまとめ公表いたします。

ｃ．取締役会の決議及び株主総会の開催

当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討

したうえで対抗措置発動または不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとしま

す。また、当社取締役会は、特別委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議につ

いて株主総会の開催を要請する場合には、当社株主総会を開催する場合があります。

（ⅴ）大規模買付行為がなされた場合の対応

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行

為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示するこ

とにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として対抗措置はとりません。

ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても当該大規模買付

行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損

なうと当社取締役会が判断した場合には、例外的に、特別委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置

の必要性、相当性を十分検討した上で、また、必要に応じて株主総会を開催し、株主の皆様の承認

を得た上で、対抗措置の発動を決定することができるものとします。

（ⅵ）本プランの有効期限等

本プランの有効期限は、平成27年６月に開催予定の当社第109回定時株主総会終結の時までと

なっております。

なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページにその開示資料（平成24年4月27日付

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」)を掲載しておりま

すのでご参照ください（http://www.rikenkeiki.co.jp/）。　

　

④ 本プランの合理性について(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについ

て)

当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プランが会社の支配に

関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。

（ｉ）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益

の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しています。また、経済

産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を

踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものになっております。

（ⅱ）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべ

きか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時

間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入したもので

す。
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（ⅲ）株主意思を反映するものであること

本プランは、当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をもって発効することとしており、

その導入・継続について株主の皆様のご意向が反映されております。また、本プランの有効期間中

であっても、当社株主総会において本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時

点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

（ⅳ）独立性の高い社外者の判断の重視

本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成

される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されており

ます。

（ⅴ）デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止

することが可能です。従いまして、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の

過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は取締役の任期を２年としておりますが、当該任期につきましては期差任期制を採用

していないため、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができな

いため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもございません。

なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加

重をしておりません。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は10億４千１百万円であ

ります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 94,000,000

計 94,000,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月12日)

上場金融商品取引所名
または登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,661,000 23,661,000
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数100株

計 23,661,000 23,661,000 ― ―
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年10月１日～
平成25年12月31日

― 23,661,000 ― 2,565,500 ― 2,545,508
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による

記載をしております。

　

① 【発行済株式】

   平成25年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式    405,700 ― 単元株式数100株

完全議決権株式(その他) 普通株式 23,240,500 232,405 単元株式数100株

単元未満株式 普通株式     14,800 ― ―

発行済株式総数 23,661,000 ― ―

総株主の議決権 ― 232,405 ―
 

(注) 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、100株含まれております。

     また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

　

② 【自己株式等】

  平成25年12月31日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

理研計器株式会社
東京都板橋区小豆沢
二丁目７番６号

405,700 ― 405,700 1.71

計 ― 405,700 ― 405,700 1.71
 

　

２ 【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであり

ます。

（１）新任役員

　　　該当事項はありません。

（２）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

代表取締役社長 ― 岩澤　忠 平成25年12月13日
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（３）役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役専務執行役員
管理本部長

取締役専務執行役員
管理本部長

小林　久悦 平成25年8月12日

代表取締役社長
代表取締役専務執行役員
管理本部長

小林　久悦 平成25年12月13日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,316,234 8,378,574

受取手形及び売掛金 8,607,774 7,220,269

電子記録債権 44,840 521,626

有価証券 601,495 1,899,796

商品及び製品 1,302,529 1,293,128

仕掛品 1,033,307 1,118,577

原材料及び貯蔵品 553,595 524,296

その他 797,969 748,582

貸倒引当金 △7,441 △4,004

流動資産合計 22,250,304 21,700,848

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,957,624 1,847,277

機械装置及び運搬具（純額） 104,286 99,696

土地 4,712,528 4,714,791

建設仮勘定 89,334 1,400,516

その他（純額） 688,350 788,872

有形固定資産合計 7,552,124 8,851,154

無形固定資産 506,749 462,132

投資その他の資産

投資有価証券 2,828,574 3,345,067

その他 1,760,988 1,860,382

貸倒引当金 △10,241 △10,542

投資その他の資産合計 4,579,321 5,194,907

固定資産合計 12,638,195 14,508,194

資産合計 34,888,500 36,209,042
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,102,609 2,016,981

短期借入金 975,235 1,232,740

未払法人税等 500,849 210,460

賞与引当金 489,244 442,622

製品保証引当金 95,390 95,390

受注損失引当金 － 24,698

その他 1,047,569 1,144,945

流動負債合計 5,210,898 5,167,839

固定負債

社債 400,000 400,000

長期借入金 915,580 631,900

退職給付引当金 94,167 76,428

その他 979,952 1,095,255

固定負債合計 2,389,699 2,203,584

負債合計 7,600,598 7,371,423

純資産の部

株主資本

資本金 2,565,500 2,565,500

資本剰余金 2,826,219 2,826,219

利益剰余金 21,503,683 22,679,263

自己株式 △261,016 △262,495

株主資本合計 26,634,385 27,808,487

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 724,062 920,714

為替換算調整勘定 △70,546 108,416

その他の包括利益累計額合計 653,516 1,029,131

純資産合計 27,287,901 28,837,619

負債純資産合計 34,888,500 36,209,042
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 14,103,455 14,329,729

売上原価 8,324,534 7,661,889

売上総利益 5,778,921 6,667,839

販売費及び一般管理費 4,315,292 4,692,063

営業利益 1,463,628 1,975,776

営業外収益

受取利息 5,688 9,864

受取配当金 47,118 47,392

為替差益 67,963 149,568

負ののれん償却額 11,645 －

持分法による投資利益 83,596 137,668

受取保険金及び配当金 29,915 42,157

雑収入 41,441 30,796

営業外収益合計 287,368 417,449

営業外費用

支払利息 38,176 34,002

社債発行費 5,474 －

雑損失 6,401 7,557

営業外費用合計 50,052 41,559

経常利益 1,700,945 2,351,666

特別利益

固定資産売却益 51,030 1,342

補助金収入 － 3,301

特別利益合計 51,030 4,643

特別損失

固定資産売却損 8,369 526

投資有価証券評価損 1,642 －

ゴルフ会員権評価損 4,671 －

固定資産圧縮損 － 3,206

特別損失合計 14,684 3,733

税金等調整前四半期純利益 1,737,291 2,352,575

法人税、住民税及び事業税 522,884 645,529

法人税等調整額 95,819 136,123

法人税等合計 618,704 781,652

少数株主損益調整前四半期純利益 1,118,587 1,570,922

四半期純利益 1,118,587 1,570,922
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,118,587 1,570,922

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △52,031 196,821

為替換算調整勘定 15,507 101,649

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,474 77,144

その他の包括利益合計 △43,998 375,615

四半期包括利益 1,074,588 1,946,537

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,074,588 1,946,537

少数株主に係る四半期包括利益 － －

EDINET提出書類

理研計器株式会社(E02285)

四半期報告書

15/20



【注記事項】

(追加情報）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

（退職給付制度の一部変更）

　当第３四半期連結累計期間において、当社は確定給付企業年金制度について給付水準等の改定を行いま

した。これにより退職給付債務が148,890千円増加しております。

　この退職給付債務の増加については過去勤務債務に該当するため、当社の定める会計処理方法に従い、

発生時に全額費用処理しております。
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及

び負ののれん償却額は、次のとおりであります。

　

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 530,945千円 573,517千円

負ののれん償却額 △11,645千円 －千円
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(株主資本等関係)

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

 配当に関する事項

 配当金支払額

　

(決議)
株式の種類

配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日
定時株主総会

普通株式 197,676 8.5 平成24年３月31日 平成24年６月28日 利益剰余金

平成24年11月13日
取締役会

普通株式 197,674 8.5 平成24年９月30日 平成24年12月10日 利益剰余金
 

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

 配当に関する事項

 配当金支払額

　

(決議)
株式の種類

配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 197,672 8.5 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

平成25年11月12日
取締役会

普通株式 197,669 8.5 平成25年９月30日 平成25年12月９日 利益剰余金
 

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

当社グループの事業は、各種産業用測定機器の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントで

あるため、記載を省略しております。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　
(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　
(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 48円19銭 67円69銭

 (算定上の基礎)   

  四半期純利益金額(千円) 1,118,587 1,570,922

  普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

  普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 1,118,587 1,570,922

  普通株式の期中平均株式数(千株) 23,211 23,208
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成25年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ） 中間配当による配当金の総額………………………197,669千円

（ロ） １株当たりの金額…………………………………… ８円50銭

（ハ） 支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成25年12月９日

（注） 平成25年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成２６年２月１２日
 

理 研 計 器 株 式 会

社　　　　　

　取　締　役　会　 御中
 

　

有限責任監査法人 ト ー マ ツ  
 

　

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   矢   野   浩   一   印
 

　
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   美　久　羅   和　美   印
 

　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

理研計器株式会社の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会
計期間（平成２５年１０月１日から平成２５年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５
年４月１日から平成２５年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照
表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、理研計器株式会社及び連結子会社の平成２
５年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表
示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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